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那珂川町水道事業経営計画の策定にあたって 

 

水道の基本法である水道法は、『水道の布設及び管理を適正かつ合理的なら

しめるとともに、水道の基盤を強化することによつて、清浄にして豊富低廉な

水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与すること』

を目的としており、そのため、将来の経営方針を策定することが重要となって

います。 

こうしたことから、総務省は平成２６年８月に、公営企業である水道事業が

将来にわたって安定的に事業を継続するよう、中長期的な経営の基本計画とし

ての経営戦略を策定するよう各事業体に求め、本町では平成３０年２月に「那

珂川町水道事業経営戦略」を策定しました。 

また、平成２５年３月に厚生労働省が「新水道ビジョン」を策定し、「安全」

「強靭」「持続」の３つの観点から将来の水道の理想像を示したことを受け、本

町では令和４年３月に「那珂川町水道ビジョン」を「将来にわたって安全で安

定した水道」という基本理念のもとに各種目標を設定し策定しました。 

人口減少に伴う料金収入の減少や、保有する施設の老朽化などで水道事業を

取り巻く環境が厳しさを増す中、本町の水道事業が、将来にわたり安定的に水

の供給を図り、安全安心の町づくりに寄与していけるよう、「那珂川町水道ビジ

ョン」及び「那珂川町水道事業経営戦略」の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「新水道ビジョン」より抜粋 
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「那珂川町水道事業経営計画（以下、「本計画」という。）」は、本町が将来に

わたり持続可能な水道事業の経営を行うため、未来を見据えて、町民の皆様や

事業に関わる皆様と水道事業としてあるべき理想の姿を共有するとともに、そ

の実現に向けた取り組みの方向性を示すものです。 

第 1 章の「那珂川町水道ビジョン（以下、「本ビジョン」という。）」では、本

町の水道事業における状況や課題を整理し、国土交通省（※）の示す「新水道

ビジョン」の方針に基づき、本町の大きな方向性や計画を示す「那珂川町総合

振興計画」との整合を図りつつ、施設等の整備や事業運営の目指すべき方向性

を定め、その実現に向けた具体的な施策をまとめます。 

第２章の「那珂川町水道事業経営戦略（以下、「本経営戦略」という。）」では、

本ビジョンで描く将来像を具現化するため、「経営戦略」を策定し、これに基づ

き毎年度の予算や事業方針を策定し事業を進めていきます。 

なお、本経営戦略の計画期間は、令和８年度からの１０年間としますが、基

本目標に基づく具体的な取組については、令和８年度から令和１２年度までの

５年間を取組期間と定め、PDCA サイクルを通じて取組を推進していきます。 

※令和６年度より厚生労働省から水道整備・管理行政が国土交通省に移管されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の計画期間は、「第３次那珂川町総合振興計画」との整合を図るため、

令和８年度から令和１７年度までの１０年間とします。今後も、社会情勢の変

化や最新技術の動向等に留意しながら、3 年から５年程度を目安として事業の

進捗評価や内容の見直しを行い、常に改善を図っていきます。 

 

 

 

 

 

第３次那珂川町総合振興計画 

（なかがわ「わくわく」プラン２０３５） 

 

那珂川町水道事業経営計画 

那珂川町水道ビジョン 那珂川町水道事業経営戦略 

予算・運用方針 

事業年度ごとの実施方針 

国土交通省 

（新水道ビジョン） 

 

策定を推奨 

栃木県 

（水道ビジョン） 

（水道広域化推進プラン） 

 

連携 
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第１章 那珂川町水道ビジョン 

１ 基本理念 

給水区域内の人口減少、節水機器の普及等により料金収入が減少してゆく一

方で、施設及び管路の更新等に毎年多額な費用が必要となり、年々、経営環境

は厳しくなっています。また、近年では地震や台風などによる被害も発生し、

危機管理対策なども課題となっています。 

このようなさまざまな課題に取組み、健全な水道事業を次の世代に引き継い

でいくことを目指し、「将来にわたって安全で安定した水道」を基本理念とし

て事業経営に取り組んでいきます。 

なお、水道事業の基本理念と基本方針については、見直し前の水道ビジョン

を引き継ぎ、個別の施策について見直しを行いました。 

 

 

 

 

 

  

【基本理念】

将来にわたって安全で安定した水道

【安全】 【強靭】 【持続】
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２ 那珂川町水道事業の概要 

馬頭地域には上水道事業と５つの簡易水道事業、小川地域には中部地区簡易

水道のほか３つの簡易水道事業がありましたが、簡易水道事業については、平

成３１年に上水道事業へ事業統合を行い、計画給水人口２１，０９５人、計画

１日最大給水量８，０１８ｍ３として現在に至ります。 

 

事 業 名 創設年月日 
計画給水人口 

（人） 
計画１日最大 
給水量（ｍ３） 

上水道 昭和３６年３月 ５，０００ ７５０ 

中部地区簡易水道 
（上水道へ統合済） 

昭和４３年５月 ４，８１０ １，７００ 

北部地区簡易水道 
（上水道へ統合済） 

昭和５２年４月 １，２９０ ３９９ 

南部地区簡易水道 
（上水道へ統合済） 

昭和５３年１２月 １，２５０ ２５９ 

東部地区簡易水道 
（上水道へ統合済） 

昭和５４年４月 ３，７１０ １，３５０ 

小砂地区営農飲雑用水 
（上水道へ統合済） 

昭和５６年６月 １，４０５ ５６２ 

西部地区簡易水道 
（上水道へ統合済） 

昭和６０年４月 ４００ ８０ 

富山地区簡易水道 
（上水道へ統合済） 

昭和６１年１２月 ５３０ １３３ 

矢又地区簡易水道 
（上水道へ統合済） 

昭和６２年５月 ４００ １００ 

大那地地区簡易水道 
（上水道へ統合済） 

平成３年５月 ３００ ７５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北部浄水場系 

西部浄水場系 

南部浄水場系 

中部浄水場系 

小砂浄水場系 

川崎浄水場系 

富山浄水場系 矢又浄水場系 

大那地浄水場系 

東部浄水場系 

 那珂川町水道給水区域図 
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３ 水道事業の状況 

（１） 設備規模と施設フロー 

水道事業の主な設備規模と施設フローを各配水区域毎に示します。 

 

【川崎浄水場系】 

【川崎浄水場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【荒沢浄水場】 

 

 

  

・集合井 

・遊離炭酸除去装置 

・着水井 

・次亜塩素滅菌設備 

川崎浄水場 

低区配水池 

・配水池 

PC 造=1000m3 

高区配水池 

給水 

給水 

広瀬配水池 

給水 

荒沢浄水場 

給水 

給水 

第１取水井 

浅井戸 

第２取水井 

浅井戸 

第３取水井 

浅井戸 

第４取水井 

浅井戸 

第５取水井 

深井戸 

・浄水池 

RC 造=315m3 

・中継ポンプ井 

・配水池 

 RC 造=690m3 

 PC 造=480m3 

第６取水井 

深井戸 

・次亜塩素滅菌設備 

・配水池 

SUS 造=300m3 

 
広瀬 

送水場 

 
和見 

加圧場 

 
矢又加圧場 

（休止中） 
 
斑加圧場 
（休止中） 

・配水池 

RC造=298m3 

RC 造=75 m3 

・配水ポンプ 
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【中部浄水場系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【北部浄水場系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【南部浄水場系】 

 

 

 

 

 

 

 

  

配水池 中部浄水場 

給水 

第１取水井 

浅井戸（休止中） 

第３取水井 

深井戸 

第４取水井 

深井戸 

第５取水井 

深井戸 

・着水井 

・次亜塩素滅菌設備 

・浄水池 

 RC 造=61m3 

・配水池 

 RC 造=254m3 

 PC 造=400m3 

・配水池 

 RC 造=160m3 

配水池 南部浄水場 

給水 

第１取水井 

浅井戸 
・着水井 

 RC 造 

・浄水池 

・次亜塩素滅菌設備 

・配水池 

 RC 造=154m3 

 RC 造=142m3 

配水池 北部浄水場 

給水 

給水 

給水 

第１取水井 

浅井戸 

第２取水井 

浅井戸 

・着水井 

 RC 造 

・浄水池 

・次亜塩素滅菌設備 

 
芳井第１ 

加圧場 

 
芳井第 2 

加圧場 
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【東部浄水場系】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

給水 

東部浄水場 

・配水池 

RC 造=41.5m3 

冥賀配水池 

給水 

給水 

給水 給水 

荒沢配水池 

給水 

・配水池 

RC 造=100m3 

仲丸配水池 

給水 

給水 

給水 給水 給水 

給水 

給水 

・着水井 

・ろ過池 

・配水池 

 RC 造=240m3 

 RC 造=190m3 

大山田配水池 

第３取水井 

浅井戸 

第２取水井 

浅井戸 

第１取水井 

浅井戸 

・浄水池 

RC 造=12.8m3 

RC 造=28.0m3 

・次亜塩素滅菌設備 

 
間越第１ 

加圧場 

 
間越第 2 

加圧場 

 
大山田下郷 

加圧場 

 
大山田上郷 
加圧場 

 
仲山 
加圧場 

 
細田 
送水場 

 
荒沢 
送水場 

・配水池 

RC 造=24.8m3 

給水 

 
大内脇郷 
第 2 加圧場 

 
大内 

加圧場 

給水 

 
大内脇郷 
第１加圧場 

 
盛谷 
加圧場 

 
仲丸 

送水場 

 
仲丸 
加圧場 

 
圷 
加圧場 
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【小砂浄水場系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【西部浄水場系】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小砂浄水場 

第２配水池 

・配水池 

RC 造=15m3 

鹿堀配水池 

給水 給水 

給水 

・配水池 

RC 造=90m3 

立野配水池 

給水 給水 

給水 

導水ポンプ場 

給水 

給水 

取水井 

浅井戸 

・導水ポンプ井 

・遊離炭酸除去装置 

・着水井 

・ろ過池 

・浄水池 

・次亜塩素滅菌設備 

 

・第 1 配水池 

RC 造=168m3 

・配水池 

 RC 造=224m3 

 
仲郷 
加圧場 

 
鹿堀 
加圧場 

 
来目木 
加圧場 

配水池 西部浄水場 

第１取水井 

深井戸 

・遊離炭酸除去装置 

・着水井 

 RC 造 

・次亜塩素滅菌設備 

・浄水池 

 RC 造 

・配水池 

 RC 造=83m3 

 
加圧場 
（休止中） 
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【富山浄水場系】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【矢又浄水場系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大那地浄水場系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

配水池 富山浄水場 

給水 給水 

鷲子山配水池 

給水 

・配水池 

 RC 造=138m3 

給水 給水 

第１取水井 

深井戸 

第２取水井 

深井戸 

第３取水井 

深井戸 

・着水井 

 RC 造 

・次亜塩素滅菌設備 

・浄水池 

 RC 造=6m3 

 
金谷 
加圧場 

・着水井 

・浄水池 

・次亜塩素滅菌設備 

矢又浄水場 

・配水池 

第１取水井 

深井戸 

第２取水井 

深井戸 

 
鷲子山送水 

ポンプ場 

・配水池 

RC 造=127m3 

・配水ポンプ 

・着水井 

・浄水池 

・次亜塩素滅菌設備 

大那地浄水場 

給水 

給水 

第１取水井 

深井戸 

第２取水井 

深井戸 

・配水池 

RC 造=80m3 

・配水ポンプ 
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（２） 配管布設の状況 

配管布設延長は導水管が約１１．８㎞、送水管が約１４．１㎞、配水管が約

２４２．４㎞となっています。全ての配管の総延長は約２６８．３㎞となって

います。 

配管の布設工事（拡張事業）は、昭和４０年代後半から平成初期にかけて多

く行われ、多い時期では年間２５㎞程度の布設工事を行いました。 

近年では耐震管を採用し、地震に強い管路の構築を目指しています。 
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布設延長(ｍ)

布設年度
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（３）水質の状況 

本町の水源は２５箇所あり、その全てが地下水からの取水となっています。

地下水は良質で安定していることから、その殆どが次亜塩素滅菌処理（一部緩

速ろ過併用）にて供給が行われています。 

水質管理については「那珂川町水道事業水質検査計画」に基づき、各浄水場

（１１地点）において水質検査を定期的に実施するとともに、福島第一原子力

発電所の事故により放出された放射性物質による水道水への影響と安全性を確

認するため、水道水の放射性物質濃度測定を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質検査計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             水質検査頻度 
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（４） 給水人口と普及率の状況 

給水人口とは、給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口のこ

とを言います。また、その比率が普及率になります。 

本町の給水人口は、平成２７年度から令和６年度までの１０年間で３,３００

人減少しています。これは、自然減及び町外への転出などが要因として考えら

れ、給水区域内人口と共に相対的に減少が続いています。 
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（５） 水需要の状況 

水需要の状況として、有収水量の実績を示します。有収水量とは、料金収入

につながる水量のことで、料金等収入の対象となった水量のことを指します。 

有収水量は給水人口の減少に伴い減少しています。また、節水機器の普及、

高機能化や町民の皆様の節水意識の高まり、厳しい経済状況を背景とした企業

のコスト削減なども有収水量の減少の要因となっています。今後も人口減少な

どにより水需要は更に減少するものと見込まれます。 
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（６） 事業経営の状況 

事業経営の状況として、経常収支と収支比率の実績を示します。本町の「経

常収益」の殆どは水道料金収入によるもので、その他には他会計負担金や補助

金等で構成されています。「経常費用」は、水を作るのに必要な費用とその維持

管理費用になります。また、企業債支払利息等の費用も計上されています。こ

れらの収支の比率が「収支比率」であり、比率が高いほど利益率が高いものと

なります。 

本町の事業経営は黒字を維持しておりますが、近年では料金収入の減少によ

り経常収益が減少していることに加え、物価高騰等により経常費用が増加して

いることから、それに伴い収支比率も減少しています。 
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（７） 組織の状況 

本町の水道事業及び下水道事業は、上下水道課内に組織されており、業務係、

水道係、下水道係で構成されています。 

令和７年度では、水道事業職員が９名、下水道事業職員４名の１３名体制で

業務を行っています。 

 

上下水道課組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上下水道課職員数 

職 名 R３ R４ R５ R６ R７ 

課 長 １ １ １ １ １ 

課長補佐 １ １ １ １ １ 

業 務 係 １ ２ ２ ２ ３ 

水 道 係 ５ ５ ５ ５ ４ 

水道事業合計 ８ ９ ９ ９ ９ 

業 務 係 １ １ １ ２ １ 

下水道係  ３ ３ ３ ２ ３ 

下水道事業合計 ４ ４ ４ ４ ４ 

上下水道課合計 １２ １３ １３ １３ １３ 

課長補佐 

(１名) 

水 道 係 

(４名) 

内水道技術員１名 

業 務 係 

(４名) 

内水道事業３名、 

下水道事業１名 

町  長 

上下水道課長 

(１名) 

下 水 道 係 

(３名) 
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４ 水道事業を取り巻く外部環境 

（１） 人口の動向 

本町の総人口は、県内一のスピードで減少しており、2000年までは20,00

0人以上でしたが、2020年時点では15,000人程度まで減少しています。 

また、国立社会保障・人口問題研究所（以下、『社人研』という。）の推計

に準拠した推計によると、本町の人口は2060年には5,004人にまで減少する

という推計結果が出ており、深刻な人口減少が予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：町人口ビジョン(令和８年３月改訂版) 
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将来にわたっては、「那珂川町総合振興計画」などにより目標設定を行い、

戦略的な人口減少対策に取り組みながら、人口減少を少しでも抑制できるかど

うかが課題です。 

 「那珂川町総合振興計画」では、人口の将来展望を以下のとおりとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：町人口ビジョン(令和８年３月改訂版) 
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（２） 環境保全意識の高まり 

水道事業の SDGs 達成には、安全な水の安定供給と強靭性の確保（管路の更

新、耐震化）、持続可能な水資源の利用（節水、水質保全、再生水利用）、気候

変動への対策（省エネルギー化、再生可能エネルギー導入）、そして経営の持続

可能性の向上が求められています。 

本町の水道事業も目標達成に貢献することが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

み＃すずき 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国際連合広報センターホームページ 

 

  

ＳＤＧｓの１７のゴール 
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（３） 自然災害の脅威 

日本は地震が多い国ですが、大きな地震が発生すると、水道の管きょや水道

施設は大きな影響を受け、断水や水道管破裂による浸水など、住民の生活環境

に大きな影響を与えることとなります。 

平成２３年３月の東日本大震災において、本町は震度６弱を観測する大地震

に見舞われ、断水世帯が約 3,300 戸に及ぶ大きな被害を受けました。 

また、近年では、猛暑や少雨、集中豪雨などの異常気象が頻発しており、こ

れらは水資源の安定供給に大きな影響を及ぼしています。 

 

 

東日本大震災による被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

破損した水道管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継手部分で接続が外れた水道管 
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（４） 水道法の改正 

 平成３０年１２月に改正水道法が公布され、令和元年１０月に施行されまし

た。水道法の目的は、「公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与」することで

すが、全国の水道事業体が直面している、人口減少に伴う水需要の減少、水道

施設の老朽化、深刻化する人材不足等の課題に対応するため、「水道の基盤強

化」を図るという趣旨が新たに盛り込まれました。 

 

 

水道法の一部を改正する法律（平成３０年法律第９２号）の概要 

 

改正の趣旨 

  人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不

足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤の強化を図るため、所要

の措置を講ずる。 

 

改正の概要 

１ 関係者の責務の明確化 

① 国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、

推進又は実施するよう努めなければならないこととする。 

② 都道府県は水道事業者等（水道事業者又は水道用水供給事業者をい

う。以下同じ。）の間の広域的な連携を推進するよう努めなければな

らないこととする。 

③ 水道事業者等はその事業の基盤の強化に努めなければならないこと

とする。 

２ 広域連携の推進 

① 国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を

定めることとする。 

② 都道府県は基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者等の同意

を得て、水道基盤強化計画を定めることができることとする。 

③都道府県は、広域連携を推進するため、関係市町村及び水道事業者等

を構成員とする協議会を設けることができることとする。 

３ 適切な資産管理の推進 

① 水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つように、維持及び修

繕をしなければならないこととする。 

② 水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を

作成し、保管しなければならないこととする。 
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③ 水道事業者等は、長期的な観点から、水道施設の計画的な更新に努

めなければならないこととする。 

➃ 水道事業者等は、水道施設の更新に関する費用を含むその事業に係

る収支の見通しを作成し、公表するよう努めなければならないことと

する。 

４ 官民連携の推進 

   地方公共団体が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、厚生

労働大臣の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運営権を民間事

業者に設定できる仕組みを導入する。 

  ※公共施設等運営権とは、ＰＦＩの一類型で、利用料金の徴収を行う公

共施設について、施設の所有権を地方公共団体が所有したまま、施設

の運営権を民間事業者に設定する方式。 

５ 指定給水装置工事事業者制度の改善 

資質の保持や実体との乖離の防止を図るため、指定給水装置工事事業 

者の指定に更新制（５年）を導入する。 

※各水道事業者は給水装置（蛇口やトイレなどの給水用具・給水管）の

工事を施行する者を指定でき、条例において、給水装置工事は指定給

水装置工事事業者が行う旨を規定。 
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５ 水道事業を取り巻く内部環境 

（１） 施設・管路の老朽化 

本町では地形的な条件から、水源や浄水場、加圧ポンプ場など水道施設の数

が多く、その半数以上は法定耐用年数を超過した状態で今も使用されておりま

す。また、水道管路についても事業開始時に布設された多くの配管が更新時期

を迎えています。 

老朽化した水道施設は、事故や故障が生じやすく断水の原因になります。ま

た、管路の老朽化は漏水の発生につながりやすく、道路の陥没等による二次災

害を引き起こす恐れがあり、これを防ぐため毎年多くの漏水修繕工事が行われ

ています。これらをすべて法定耐用年数で更新をすると、莫大な費用がかかる

ことが想定されるため、更新サイクルの延長や優先順位付けなど町独自の更新

基準を定める必要があります。 

 

水道施設の概略（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地形的な条件の影響 

  水道水を皆様に届けるには、高低差を利用した自然流下が一番効率的です。 

しかし、給水区域の地形や施設の位置によっては、低い場所から高い場所

へ水を押し上げるためのポンプが必要になる場合があります。（加圧施設） 

また、高い場所から低い場所へ水を送る場合でも、傾斜が急すぎると水の

勢いが強くなりすぎてしまうため、流れを調整するための施設が必要になり

ます。（減圧施設） 

本町は起伏の多い地形であることから、これらの加圧施設や減圧施設を多

く設置する必要があります。そのため、他の事業体と比べて、維持管理費や

電力費などの経費が多くかかる構造となっています。

P 

P 

浄水場 

配水池 

配水池 

減圧場 
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（２） 組織・人材の課題 

水道事業を取り巻く環境や、日々進歩する高度な技術など、職員は専門的な

知識を備えておく必要があります。 

しかし、職員は役場職員であるため、人事異動により３年程で他課へ移って

しまい、スペシャリストの育成が難しい状況となっています。 

水道事業においては、水道施設の設備操作や管路状況の熟知、緊急時の対応

方法などの「技術的知識」、地方公営企業法に基づく会計実務や財務諸表の理

解と経営状態の把握などの「経営的知識」が必要とされ、水道業務経験のある

職員の確保と同時に専門技術の継承が課題となっています。 

また、業務の効率化やその特殊性などの観点から、施設保守点検業務、管路

の漏水調査、水質検査等について民間委託を導入していますが、委託内容の再

検討を含め更なる業務の効率化を進める必要があります。 

 

 

知識・技術の継承と民間委託 
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（３） 水源の確保 

本町の全ての水源は地下水に依存しています。水源の水量についてはほとん

どの水源で必要水量を確保できているものの、一部の配水区域では、水源の水

位低下により取水量が不足することがあります。 

この区域では、水源が１箇所のみであり、取水不良を起こした場合、断水に

陥る可能性があります。 

現在は、この状況に対応すべく他事業体から緊急連絡管を整備し、水供給を

受けられるような体制を整えていますが、安定供給という面での課題がありま

す。 

 

 

緊急連絡管供給イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

水源の水位低下 

（取水不良） 

配水池 
P 

P 

浄水場 

安定配水 

水源が複数ある配水区域では… 

P 

P 

水源の水位低下 

浄水場 

配水池 配水池 

緊急連絡管 

（緊急時のみ利用） 

那珂川町 他事業体 

行政区域境 

水源が１箇所のみの配水区域では… 

配水能力低下 

※水源が１箇所のみでは取水不良時、緊急連絡管による供給が必要 

※水源が複数あれば取水不良時でも安定供給が可能 

P 
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（４） 施設の監視 

本町の水道施設の監視体制は、各施設に異常が生じた場合、非常通報装置に

て施設名と異常内容の警報が水道庁舎に届き、職員あるいは委託業者が現地に

出向き対応に当たるという体制をとっています。非常通報装置は比較的安価に

導入できる反面、異常が生じた場合にのみ警報を発報するため、現場での対応

までに時間を要す場合がほとんどです。 

また、本町の水道施設は大小合わせ９３施設あり、水道庁舎より車で約３０

分かかる施設もあることから、施設の異常を早期発見することが重要となりま

す。そのため職員の巡回のほか民間委託により専門的知識を有する技術者によ

る定期的な施設巡回を行い異常の早期発見に努めているところですが、平常時

における施設の稼働状態や異常内容を水道庁舎で確認することができず、施設

の異常等の内容把握に時間がかかり、対応に遅れが生じる場合があります。 

 

 

異常発生時対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③職員現地対応 

移動時間車で最大３０分 

②非常通報 

自動音声による通知 

「○○浄水場、機械故障」 

①異常発生 

 那珂川町水道給水区域図 

水道庁舎 

⚠ 
水道施設 
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（５） 応急体制と受入体制の整備 

大規模な災害発生時におけるライフラインの機能維持は、飲料水としての利

用に限らず、災害復旧作業時の衛生維持と作業水としての利用に必要不可欠と

なります。また、他事業体から応急給水・応急復旧等の応援を受ける場合を想

定し、あらかじめ受入準備を整えておく必要があります。 

本町では、水道運用応急体制について「水道施設危機管理対策マニュアル」

を策定し、給水車を利用した水供給設備、応急復旧用資機材の備蓄、緊急応援

依頼の受入体制などの防災体制や、手順・行動・責任及び権限・連絡体制・水

供給方法・水質異常時の対応などの災害発生時の体制の構築を進めているとこ

ろではありますが、実際に施設や水質に異常が発生した場合において、迅速か

つ柔軟に対応できる危機管理体制の整備を引き続き進めていく必要があります。 

 

 

応急給水タンク 応急復旧資材の備蓄 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

断水地区 B 

断水地区 A 

配水池 

①供給 

②補給 

③供給 
※断水が広範囲に及んだ場合同時給水できず、

応急給水拠点としての利用は難しい 

※B 地区の応急給水に時間を要す 
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（６） 施設・管路の耐震化 

日本は地震大国であり、大規模な地震が発生すると、水道施設は被害を受け

ます。町民の皆様に水道水をお届けする上で基幹的な役割を担う重要な施設・

管路については、災害発生時においても被害を最小限にとどめ、安定給水を行

うことが必要です。 

そこで、施設の重要度などに基づき、優先順位を定めて優先的に更新するこ

とにより、町民の皆様への影響を小さく食い止めます。 

 

 

水道管路の耐震化状況 

（ｍ） 

管種 導水管 送水管 配水管 耐震管計 非耐震管計 合計 

鋳鉄管 2,178 720   2,898 2,898 

ダクタイル鋳鉄管 6,839 9,301 102,681 13,146 105,675 118,821 

鋼管 12 702 2,262 264 2,712 2,976 

石綿セメント管   330  330 330 

硬質塩化ビニル管 2,320 557 55,975  58,852 58,852 

ポリエチレン管 470 2,166 79,199 12,447 69,388 81,835 

ステンレス管 11  297 11 297 308 

その他  644 1,686  2,330 2,330 

合計 11,830 14,090 242,430 25,868 242,482 268,350 

    9.6％ 90.4％  

 

 

水道施設の耐震１次診断判定表 

構造種別 
耐震性判定 

高 中 低 

建築物 ４施設 ９施設 ３施設 

土木構造物 ５施設 １２施設 ２５施設 

水槽付建築物 ５施設 ７施設 ５施設 
※判定が高いほど、安全である 

※平成28年度「基幹構造物耐震化基礎調査（１次診断）」より 

※一部の施設に対しては２次診断まで実施済 
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（７） 水運用の課題 

本町の配水区域は１０系統あり、施設規模や地形的な条件によって最も適し

た区域で構成され、そのほとんどが独立して水運用が行われています。 

各区域の水道施設には機械の故障などに備える予備設備が備わっており、機

器の故障に対するバックアップ体制が確保されていますが、水源の取水不良や

自然災害による影響などにより、そのバックアップも機能停止に陥る可能性が

あります。これらのリスクを軽減するため、隣接する配水区域間において水の

相互融通を可能にする検討を行う必要があります。また、既に連絡管が整備さ

れている区域については、融通可能エリアを把握することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配水区域間の水運用確立の検討 

 
融通 

番号 
区域名 連絡管 

融通 

番号 
区域名 連絡管 

① 川崎浄水場系～小砂浄水場系 あり ➏ 矢又浄水場系～大那地浄水場系 なし 

② 川崎浄水場系～矢又浄水場系 あり ⑦ 中部浄水場系～北部浄水場系 あり 

③ 川崎浄水場系～富山浄水場系 あり ➑ 中部浄水場系～西部浄水場系 なし 

➍ 荒沢浄水場系～東部浄水場系 なし ⑨ 中部浄水場系～南部浄水場系 あり 

⑤ 東部浄水場系～大那地浄水場系 あり    

水運用の配水区域間融通表 

① ➍ 
⑤ 

⑦ 

➑ 

⑨ 

 那珂川町水道給水区域図 

② 

③ ➏ 

区域間融通の可能性 
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６ 取組の方向性 

本町水道事業の基本理念では、その理想像を示すため、安心・安全な水の供

給を「安全」、安定した水の供給を「強靭」、健全で効率的な経営を「持続」

と表現し、基本方針を掲げました。これら基本方針を達成するために、現在抱

えている水道事業の課題を解決し、水道事業の理想像の実現に向け、SDGsの

理念を踏まえ基本方針に基づいた施策を推進していきます。 

 

基本目標① 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標② 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

安心・安全な水の供給 

良質で豊富な水源の確保や水質検査の実施により、安心で安全な水道

水を供給するとともに、危機管理体制の強化を目指します。 

Ⅰ 安全で良質な水の供給 

効率的な水源の活用と浄水方法の改善、水質検査体制の強化などによ

り、安全で良質な水の供給を目指します。 

Ⅱ 危機管理体制の強化 

水道施設の異常発生時に早急に対応できるシステムの導入や、緊急時

の行動を適正化することにより、安心な水供給体制を目指します。 

安全 

安定した水の供給 

水道施設・管路の更新・改良と耐震化を計画的に実施し、災害に強い

水道施設整備を目指します。また、昨今の異常気象等にも備え、災害時

における被害の最小化と復旧の迅速化に向けて取り組みます。 

Ⅰ 災害に強い施設の構築 

施設・管路については、発災時の町民の皆様への影響が多大であるこ

とから、施設の重要度に基づき、優先順位を定めて耐震化を図ります。 

Ⅱ 災害時対応能力の向上 

災害等で自己水源の取水ができない際の対策として、緊急連絡管によ

るバックアップ体制の検討など、発災時の飲料水確保策を検討します。 

強靭 
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基本目標③ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道事業におけるSDGｓの目標 

 

健全で効率的な経営 

合理的・効率的な事業運営を行い、経費の削減と収入の確保に努め、

経営基盤の強化を図るとともに、充実したサービスの実現を目指します。 

Ⅰ 業務体制の強化と効率化 

少人数運営に対応するため、民間委託が可能な業務は民間を活用し、

技術ノウハウ継承、人材育成を進め、持続可能な経営体制を目指します。 

Ⅱ 将来を見据えた経営 

施設更新の平準化やダウンサイジングで事業費縮減を進めるととも

に、近隣水道事業体との連携による効率化・共同化や、適正な料金負担

と持続可能な運営を両立できる料金体系を検討します。 

持続 
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第２章 那珂川町水道事業経営戦略 

１ 事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② 水道事業の広域化・広域連携 

基本理念 

基本施策 具体的な取組 

（１）安心で良質な水の提供 ① 安定した水源の確保 

① 施設監視システムの導入 

② 危機管理体制の整備 

（３）災害に強い施設の構築 

① 水道施設の耐震化 

② 水道管路の耐震化 

① 緊急連絡管の整備と運用 

（５）業務体制の強化と効率化 

① 有収率向上に向けた取組 

② 人材の育成 

① 施設等の計画的な更新 

将来にわたって安全で安定した水道 

③ 料金体系のあり方の検討 

【安全】 
安心・安全な 
水の供給 

基本目標 

【強靭】 
安定した 
水の供給 

【持続】 
健全で 

効率的な経営 

（２）危機管理体制の強化 

（４）災害対応能力の向上 

（６）将来を見据えた経営 
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（１）安心で良質な水の提供 

 ① 安定した水源の確保 

本町の水源は地下水からの取水で水質的に安定しているものの、長年にわた

り使用しているため、経年変化により取水量が低下しているものや、渇水期に

水位が低下する水源があります。長期的利用の観点からも、既設井戸の機能維

持に努めるとともに、水質検査についても引き続き実施していきます。 

また、これらの機能維持の実施とともに、渇水時期に水位低下の恐れがある

水源については、これまで同様他事業体からの供給体制を確保しつつ、新たな

供給体制についても、関係市町との協議や意見交換等を行いその可能性につい

ても検討を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配水区域名 水源数と形状 配水区域名 水源数と形状 

川崎浄水場系 浅井戸４井・深井戸２井 小砂浄水場系 浅井戸１井 

中部浄水場系 浅井戸１井・深井戸３井 西部浄水場系 深井戸１井 

北部浄水場系 浅井戸２井 富山浄水場系 深井戸３井 

南部浄水場系 浅井戸１井 矢又浄水場系 深井戸２井 

東部浄水場系 浅井戸３井 大那地浄水場系 深井戸２井 

  

取組内容 令和７年度 令和１２年度 

水質検査 実施（基準値内） 実施（基準値内） 

新たな供給体制の検討 検討 他事業体と協議 

大田原市からの供給 

那須烏山市からの供給 

 那珂川町水道給水区域図 

さくら市からの供給(未接続) 

小砂浄水場系 

西部浄水場系 

南部浄水場系 
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（２） 危機管理体制の強化 

 ① 施設監視システムの導入 

水道事業における施設の遠方監視には、本町でも導入をしている「非常通報

装置」の他に「中央監視システム」「クラウド型監視システム」等があります。 

施設の常時監視及び異常の早期発見には、施設の稼働状態をリアルタイムで

監視できる監視システムの導入が不可欠ではありますが、本町の水道施設は大

小合わせ９３施設あり、その全てに監視システムを導入した場合、多くの費用

と時間が必要となります。 

そのため、施設の重要度により監視システムの必要性・内容を検討し、まず

は水道事業の中核となる浄水場から優先的に導入を進めていきます。 

 

取組内容 令和７年度 令和１２年度 

施設監視システムの導入 １浄水場 ５浄水場 

 

 

遠方監視方式別イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
P 

取水井 浄水場 配水池 

水道庁舎 

異常通知 

P 
P 

取水井 浄水場 配水池 

水道庁舎 

状態監視 

通信網 通信網 

配水池 

P 

浄水場 

P 

取水井 

通信網 

クラウドサーバー 

（インターネット） 

水道庁舎 

状態監視 
通信網 

状態監視 

通信網 

【非常通報装置】 【中央監視システム】 

【クラウド型監視システム】 
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② 危機管理体制の整備 

国土交通省では水道施設の危機管理として、地震や風水害等の自然現象及び

水質汚染事故、施設事故等の人為的な原因により災害が発生した場合、応急給

水、応急復旧等の諸活動を計画的かつ効率的に持続し、サービスレベルを一定

以上保つため、緊急時行動のマニュアル化の重要性を示しています。 

本町水道事業では、町の上位計画である「那珂川町地域防災計画」で示され

た災害時における基本方針に基づき、災害発生時や水質に異常が発生した場合

における「水道施設危機管理対策マニュアル」及び「水安全計画」を整備し、

訓練を実施することで、「手順」「行動」「責任及び権限」「連絡体制」「水

供給方法」「水質異常時の対応」について、緊急時の行動を適正化します。 

 

取組内容 令和７年度 令和１２年度 

危機管理マニュアル等

の整備 
策定済 状況に応じて見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

那珂川町地域防災計画 （令和２年 10 月策定） 
 

【ライフライン関係機関の対策】 

（水道施設） 

・書類等の整備  ・防災体制の編成等 ・貯留水の確保  ・二次災害の防止 

・施設の維持管理 ・配水管路等の改良 ・応援体制の整備 ・応急復旧用資機材の備蓄 

・重要給水施設の把握 

  

水道施設危機管理 
対策マニュアル 

 

水安全計画 

【総論】 

・被害想定についての検討 

・対策の基本事項 

【事前対策】 

・事前対策の整理 

・事前準備の検討 

【事後対策】 

・災害、事故発生後の対策と検討 

【水道システムの把握】 

・水道システムの概要整理 

・フローチャートの作成 

・水源～給水栓の各種情報入手 

【危害分析】 

・危害抽出 

・リスクレベルの設定 

【管理措置の設定】 

・現状の管理措置、監視方法の整理 

・管理措置、監視方法及び管理基準の設定 

【対応方法の設定】 

・管理基準を逸脱した場合の対応 

・緊急時の対応 

・運転管理マニュアルの作成 

整合 
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（３） 災害に強い施設の構築 

① 水道施設の耐震化 

本町の水道施設の多くは供用開始時に築造されたものが多く、耐震性の低い

施設が多くあります。引き続き水道基幹施設に対する耐震診断（２次診断）を

実施します。その診断結果をもとに、計画的に更新や耐震補強、改造等の事業

を行い、地震が発生した際に最低限の機能を確保するため耐震化を進めます。 

 

取組内容 令和７年度 令和１２年度 

耐震２次診断の実施 継続 推進 

 

水道施設耐震化計画のフロー図 

 

 

 

 

 

② 水道管路の耐震化 

既に埋設されている全ての水道管路に対し、耐震化を行うことは非常に多く

の費用と時間を要します。このため、水供給に大きな影響を与える基幹管路の

導水管・送水管や災害時に最も重要な給水拠点となる指定避難場所・指定避難

所等に給水するための管路及び老朽度の高い管路を優先的に更新していきます。 

 

取組内容 令和７年度 令和１２年度 

管路の耐震適合率 ９．６％ １３．０％ 

 

水道管路の耐震化のイメージ図 

     

 

 

 

 

 

 

耐震化 

非耐震管 離脱防止機能無し 
×管体継手部分が抜け出し漏水が発生する可能性 

×周辺地域等で断水が発生する可能性 

耐震管 離脱防止機能有り 
○管体継手部分が抜け出さない構造になっている 

 

【実施済】 

耐震１次診断 

（完了） 

【実施中】 

耐震２次診断 

（継続） 

【診断後】 

耐震補強工事 

（診断後計画） 

耐震基礎調査 詳細診断 補強方法検討 

補強工事実施 

耐震性能が確保されない 

と判定された施設 

出典：日本水道協会 水道 PR パッケージ 
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（４）災害対応能力の向上 

① 緊急連絡管の整備と運用 

本町では、10系統の配水区域が独立して運用されていますが、隣接する区域

間においては緊急連絡管により、水の融通が可能な区域があります。 

今後はこれら緊急連絡管の有効性を検討し、緊急時の水融通運用方法につい

て明確にします。また、緊急連絡管が未整備の箇所についてもその可能性を検

討し、水融通体制を強化します。 

 

取組内容 令和７年度 令和１２年度 

緊急連絡管の増設 ６か所 ６か所 

 

 

緊急連絡管整備検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【地形・設備能力的に水融通が可能か】

・設備能力の検討

・水位高低差の検討

・供給量の検討

【水融通可能エリアの把握】

・水量、水圧などによる配水可能区域の検討

・緊急連絡管整備の検討（布設ルート・口径）

【実施】

・緊急連絡管布設工事実施

配水池 配水池 配水池 

将来水融通 

水融通範囲の 
検討 

設備能力の 

検討 

配水区域A 配水区域 B 配水区域 C 

水融通 

連絡管未整備部 
有効性の検討 

 

既設緊急連絡管 
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（５） 業務体制の強化と効率化 

① 有収率向上に向けた取組 

本町では、有収率が８１．２％と、類似団体平均の７８．０％と比較すると

平均を上回る水準にありますが、全国平均の８９．３％と比べると低い状況に

あり、施設の老朽化も進んでいることから、施設・管路の更新や修繕などによ

り漏水量を減らし、収益性を向上させることが喫緊の課題です。 

継続して漏水調査を実施する中で、人工衛星や人工知能（AI）等を活用した

先進的な漏水調査手法などの導入も検討し、効率的かつ効果的に漏水を発見で

きる調査方法により、漏水発見数と修繕件数の向上を図ります。 

また、漏水調査を他事業体と共同発注することで、諸経費の縮減による委託

費の削減、広域連携による水道技術の共有化や連携強化といった効果が考えら

れることから、最適な発注方法についても検討していきます。 

 

取組内容 令和７年度 令和１２年度 

有収率 ８１．２％ ８９．０％ 

先進的漏水調査の導入 未導入 共同発注の協議 

 

 

先進的な漏水調査のイメージ 

 

  

人工衛星や人工知能(AI)を活用した調査結果を用いることで、路面音調査範囲から漏水していない

箇所を除外し、漏水している箇所を優先的に調査できるため、漏水発見の精度向上が見込める。 
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② 人材の育成 

水道事業の健全的な経営のため、職員の育成と技術の継承がかかせません。 

今後は、施設の老朽化対策等取り組むべき多くの事業が控えており、これ

らの事業を行うために職員の技術力確保が重要となります。水道事業は特殊

性や、高い知見と技術力を必要としており、今後、技術職員の育成に努めて

いきます。 

また、安定的な事業運営を図るためには、適切な人員配置の確保も重要で

あり、人事担当部門と連携し、必要な技術職員の配置や後継者育成に向けた

体制整備を進めます。 

さらに、職員の技術研修参加の機会を拡充し、技術資格取得に対する支援

を行い、技術基盤を強化します。 

民間業務委託に関しては、引き続き継続しますが、委託内容や業務効果の

検証、委託範囲の検討等を行い、必要に応じ業務内容の見直しを行います。 

 

取組内容 令和７年度 令和１２年度 

研修参加機会の拡充 延べ１３人／年 延べ２０人／年 

民間業務委託 実施 業務内容の見直し 

 

 

上水事業職員の技術基盤強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間業務委託の検証 

 

 

 

 

 

水道事業職員 
水道業務 

経験のある職員 

確保 取得 

技術資格 

技術研修会 

参加 

民間業務委託 
委託業務の 

効果検証 

高い職員 

検証 見直し 
業務委託内容の 

見直し 
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（６） 将来を見据えた経営 

① 施設等の計画的な更新 

本町の水道施設は事業開始時に整備された物が多く、老朽化が進んでいます。 

水道施設の更新目安として、設備の種類毎に「法定耐用年数」が定められて

いますが、会計上で資産を償却するための年数であり、実際に使用が可能な年

数とは必ずしも一致するものではありません。 

そのため、本経営戦略では国等から示されている統計資料や本町の実使用年

数を参考に、下表のとおり「更新基準」を定め、この更新基準に基づき、計画

的な更新及び改修、点検や補修等の適切な保全対策を行い、長寿命化を図ると

ともに、有収率の向上に努めていきます。 

なお、更新の際には将来の給水人口や水需要を検討し、施設規模や管径の適

正化を図り、費用の低減に努めます。 

 

取組内容 令和７年度 令和１２年度 

更新基準の設定 設定済み 必要に応じて見直し 

 

 

那珂川町更新基準 

水道設備 法定耐用年数 更新基準 

建築構造物 ５０年 ７５年 

土木構造物 ６０年 ９０年 

電気設備（計装設備） １５年 ２５年 

電気設備（監視制御設備） １５年 ３０年 

電気設備（受変電設備） １５年 ４０年 

機械設備（ポンプ設備） １５年 ２２年 

機械設備（タンク設備） １５年 ４０年 

配管 ４０年 ６０年 

※ 本表の更新基準は町独自の目安であり、実際の更新時期は状況により変動します。 
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② 水道事業の広域化・広域連携 

 水道事業の広域化・広域連携とは、現在、市町等がそれぞれ行っている水道

事業を営む上で必要な業務、施設の管理、更新等について、区域を越えて、他

の市町等と共同で行うこと、または、水道事業を行う市町等の水道事業体が統

合すること等を意味します。 

広域化・広域連携には、「管理の一体化」や「施設の共同化」、「経営の一

体化」、「事業統合」などの様々な手法があり、給水サービスの向上のため、

財政基盤や技術基盤を確保・強化することと、それらの経営資源を効率的かつ

効果的に活用することを目的としています。 

栃木県が令和5年3月に策定した「栃木県水道広域化推進プラン」では、水道

事業の理想像を具体化し、水道事業が持続できるよう、圏域ごとに地域の特性

を考慮し、施設の共同整備や人材育成、経営等の幅広い視点から、多様な連携

形態を検討し、発展的広域化の推進に努めることとしており、この中で本町は、

大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、茂木町、塩谷町、那

須町とともに「県北地域広域圏」に位置付けられています。 

 広域化・広域連携によるメリットがあると判断できる場合においては、広域

化・広域連携する方向で検討を進めます。 

 

取組内容 令和７年度 令和１２年度 

広域化・広域連携 検討 県・他事業体と協議 

 

③ 料金体系のあり方の検討 

人口減少による料金収入の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増加など、

厳しさを増す財政状況であることを踏まえ、事業費の縮減を進めていきます。 

しかしながら、施設の老朽化・災害対策などには多額の資金が必要であり、

町民の皆様に安心・安全な水を供給するためには、料金体系についても検討し

なければなりません。 

そこで適正な料金負担の確保と持続可能な事業運営を両立できる料金体系に

ついて、有識者や町民の皆様と協議を進めていきます。 

令和８年度に料金体系のあり方について必要な検討を進め、令和９年度以降

は検討結果を踏まえた必要な協議、手続きを経て、反映可能な体制を整えます。 

また、今後の人口減少や施設の老朽化といった課題に対応していく必要があ

るため、料金体系のあり方について継続的に検討していきます。 

 

取組内容 令和７年度 令和１２年度 

 料金体系のあり方の検討 方向性を検討 料金体系のあり方の協議 
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２ 事業推進スケジュール 

下記のスケジュールにて計画的に事業を実施します。 

 

基本 

目標 
基本施策 取組内容 R8 R９ R１０ R１１ R１２ 

安
心
・
安
全
な
水
の
供
給 

【
安
全
】 

（１） 
安全で良質な
水の提供 

①安定した水源
の確保 

     

     

（２） 
危機管理体制
の強化 

①施設監視シス
テムの導入 

     

     

②危機管理体制
の整備 

     

     

安
定
し
た
水
の
供
給 

【
強
靭
】 

（３） 
災害に強い施
設の構築 

①水道施設の耐
震化 

     

     

②水道管路の耐
震化 

     

     

（４） 
災害対応能力
の向上 

①緊急連絡管の
整備と運用 

     

     

健
全
で
効
率
的
な
経
営 

【
持
続
】 

（５） 
業務体制の強
化と効率化 

①有収率向上に
向けた取組 

     

     

②人材の育成 

     

     

（６） 
将来を見据え
た経営 

①施設等の計画
的な更新 

     

     

②水道事業の広
域化・広域連携 

     

     

③料金体系のあ
り方の検討 

     

     

 

 

  

訓練の継続的な実施 

現行委託の検証 

先進的漏水調査の導入検討 

中部 
浄水場 

他事業体と協議 新たな供給体制の検討 

水質検査の継続的な実施 

危機管理マニュアル等の検証 

小砂 
浄水場 

北部 
浄水場 

東部 
浄水場 

耐震２次診断の推進 

管路更新工事の推進 

新たな緊急連絡管の整備の検討 

共同発注の協議 

漏水調査・漏水修繕の継続的な実施 

技術継承の推進 

現行の更新基準の検証 

業務内容の見直し 

維持管理業務の継続的な実施 

広域連携の検討 

検討 料金体系のあり方の協議 

他団体と協議 
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３ 投資・財政計画 

（１） 投資・財政計画全体 

人口減少に伴う更なる水需要の減少や施設更新需要の増大など、ますます厳

しくなる事業環境のもと、将来にわたって町民の皆様に安全な水を安定してお

届けする必要があります。このため、水道施設の更新の推進、徹底した経費節

減や国の制度を活用した国庫補助金の申請などによる財源の確保及び企業債の

活用を基本的な考え方とし、投資・財政計画（以下、「収支計画」という。）

を策定しました。 

この収支計画は、「収益的収支」と「資本的収支」の２つの収支試算をもと

に立案しています。「収益的収支」は、水を作るための施設の運転、管理等、

日々水道事業を運営するための収入・支出です。収入の大部分を占める水道料

金収入は今後も減少が続くものと見込んでいます。このため、施設の適切な維

持管理のため漏水修繕などを適切に実施し、運転コストの削減等を行います。 

また、「資本的収支」は、水道施設を建設するための経費とそのための財源

の収入・支出です。施設の老朽化が進む中で、災害対策や漏水防止などの観点

から、機械設備や管路の更新を進めていくこととしています。更新を進めるに

あたっては、国の制度を活用し、国庫補助金を確保することにより、企業債発

行額を抑制することとしています。 

 

（２） 収支計画のうち投資についての説明 

 施設の更新では、アセットマネジメントによる更新基準の見直しや更新需要

の平準化等を考慮した投資計画を策定し、さらに施設の老朽度・重要度・事故

発生頻度等から総合的な検討を行うとともに、優先順位を定めて計画的かつ効

率的に進めていきます。 

 施設の更新・改良においては、耐震性能を有する材料等を用いることで耐震

化も効率的に進めていきます。また、基幹施設については耐震診断（２次診断）

を実施し、その診断結果をもとに、更新や耐震補強、改造等の事業を行い耐震

化を進めます 

 管路の更新について、本町の管路更新率は０．３２％（令和６年度）となっ

ており、全体の管路を更新するためには１００年以上を要することになるため、

効率的な管路更新計画を作成し老朽化管路の減少を図ります。 

 今後厳しさを増す財政状況であることを踏まえ、施設等の更新の平準化やダ

ウンサイジングなどによる事業費の削減を進めるとともに、民間活用や広域化・

共同発注による財政基盤や技術基盤の確保・強化を図り、持続可能な水道事業

を目指します。 
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（３） 収支計画のうち財源についての説明 

収益的収入について、将来の見通しでは、給水人口の減少に比例して有収水

量も減少すると予測されるため、水道料金収入も減少することを見込みました。 

一般会計からの他会計繰入金収入として、旧簡易水道区域で実施した建設改

良に係る企業債の元利償還金や、職員の児童手当に充てる基準内負担金のほか、

職員人件費等に充てる基準外負担金を計上しています。 

公営企業会計として水道事業は、本来、一般会計からの負担金に依存せず独

立採算で運営することが求められています。そのためには安定した料金収入の

確保が不可欠であり、料金改定が必要となることから、水道料金の改定時期や

改定率について、令和８年度に詳細な検討を行います。 

また、今後の人口減少や施設の老朽化が進む中、皆様に安心・安全な水をお

届けし、事業を持続的かつ安定的に運営していくため、経営計画の改定に合わ

せて、適切な料金水準についての検討を継続的に進めます。 

  

給水人口、年間有収水量及び水道料金収入（決算と見込み） 

   
※令和６年度には物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道基本料金を減免し
ました。本表では減免額を水道料金収入に戻し入れています。 

 

資本的収入について、世代間格差が生じないよう現利用者と将来の利用者で

平準化を図り、企業債残高対給水収益比率が高くなり過ぎないよう計画的な企

業債の発行をおこないます。 

施設・管路の老朽化対策や耐震化などの工事に際しては、事業費の３分の１

の国庫補助金収入を見込みました。建設改良費の財源として、国の制度を活用

し、国庫補助金の確保に努め、企業債借入額の抑制を図ります。 

 
建設改良費と資本的収入の内訳（決算と見込み） 

（単位：千円） 

  

※令和７年度予算には、令和６年度からの繰越予算額を含む。 

決算 予算

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R17年度

給水人口（人） 13,593 13,079 12,884 12,690 12,495 12,301 12,106 10,598

年間有収水量（㎥） 1,386,417 1,367,937 1,314,103 1,297,862 1,274,427 1,254,640 1,234,751 1,083,904

水道料金収入（千円・税抜） 319,339 315,189 302,785 299,043 293,644 289,084 284,502 249,745

計画　　　　　　　　年度

　区分

決算 予算

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R17年度

85,056 212,670 166,026 167,686 169,363 171,055 172,764 181,586

23,804 64,978 65,628 66,284 66,946 67,615 68,291 71,778

61,105 146,952 99,651 100,648 101,654 102,670 103,696 108,990

0 0 25,000 25,000 0 0 0 0

76,000 158,069 135,218 136,780 138,854 142,239 145,535 151,210

0 0 8,333 8,333 0 0 0 0

56,800 148,169 115,518 116,680 117,854 119,039 120,235 126,410　うち企業債

　うち国庫補助金

資本的収入

　　　　　　　　　　　年度

　区分

計画

建設改良費

　うち原水設備費

　うち配水設備費

　うち国庫補助金対象事業
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（４） 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

 維持管理費のうち、人件費については、総職員数を現状維持とし人件費上昇

のみを見込みました。限られた人員で効率的に事業を運営するため、業務のデ

ジタル化や民間活用、組織体制の見直し、施設の統廃合などにより業務の効率

化を進め、人件費の抑制と持続可能な事業運営体制の構築を図ります。 

修繕費については、今後も水道施設等の老朽化が進む中で、突発的な故障や

漏水への対応に要する修繕費の増加が見込まれます。計画的な点検や予防保全

の推進により、突発的な修繕の抑制と修繕費の平準化に努めるとともに、漏水

調査の強化や管路更新の優先順位付け、管理業務の包括委託など、効率的な維

持管理手法の導入を進めることで、修繕費の縮減と施設管理の最適化を図りま

す。 

 有収水量に応じて変動する動力費及び受水費については、配水量の減少によ

り、微減で計上しました。 

 委託料については、水道施設の耐震化を進めていくため、令和８年度以降の

耐震診断（２次診断）の実施を見込んでいます。水道施設等の維持管理に係る

委託料については、業務内容の精査や点検頻度の適正化、複数の委託業務の一

括化などにより効率化を図ります。また、施設の統廃合や設備の標準化、ＩＣ

Ｔの活用等により維持管理の負担を軽減し、委託料の縮減と事業運営の最適化

に努めます。 

 
維持管理費の内訳（決算と見込み） 

（単位：千円） 

 

 

（５） 収支計画に未反映の取組や今後検討予定の取組 

 今後の人口減少や施設の老朽化に対応するため、料金改定の検討、施設の統

廃合や広域化の可能性、民間活力の活用、資産の有効活用、漏水対策の強化、

業務の効率化など、収支計画に未反映の取組についても継続的に検討を進めて

いきます。これらの取組は、実施時期や効果額が現時点で確定していないため

収支計画には反映していませんが、今後の経営改善に向けて重要な施策として

位置づけ、適切なタイミングで反映を検討します。 

決算 予算

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R17年度

340,981 344,724 345,444 342,601 346,531 349,264 347,448 348,511

62,664 63,240 63,823 64,412 65,001 65,603 66,205 69,306

29,077 29,388 29,682 29,979 30,279 30,581 30,887 32,464

51,090 49,650 49,399 49,276 48,870 48,592 48,300 44,564

4,121 5,349 5,270 5,205 5,111 5,031 4,951 4,347

36,628 39,058 52,356 52,749 53,145 53,546 53,950 56,036　うち委託料

　うち受水費

　うち動力費

　　　　　　　　年度

　区分

計画

維持管理費

　うち人件費

　うち修繕費
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（６） 水道事業投資・財政計画（収支計画） 

収益的収支 
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（単位：千円，％） 
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資本的収支 
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（単位：千円） 

（単位：千円） 
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原価計算表 
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（７） 各種推計による収支計画 

人口減少率を給水区域内人口に反映し、料金単価を据え置きとした現状予測

に基づく収支計画の結果、料金回収率や経常収支比率の低下により、経営状況

の悪化が想定されます。 

現在は事業維持のための財源確保のため、一般会計からの負担金により補填

している状況でありますが、地方公営企業は料金収入をもって経営を行う独立

採算制を基本原則としているため、料金体系の適正化に努める必要があります。 

この想定に基づく一般会計からの負担金の減額と料金回収率の向上のための

料金の見直しに向けたシミュレーションを設定します。シミュレーションパタ

ーンは以下のとおりです。 

 

■シミュレーション 

①令和９年度に料金を２０％改定し、令和１４年度に２０％改定した場合 

②令和９年度に料金を４０％改定し、令和１４年度に２０％改定した場合 

 

シミュレーション① 

【令和９年度に料金を２０％改定し、令和１４年度に２０％改定した場合】 

 令和９年度と令和１４年度に２０％の料金値上げを行う条件で試算しました。

一般会計からの負担金のうち、基準外の繰り入れはしないこととし、その他の

条件は現状予測に基づく収支計画と変更ありません。 

 

■試算結果 

令和８年度には５,３００万円の赤字が見込まれます。料金改定を実施する令

和９年度及び令和１４年度には収入増により一時的に黒字となりますが、いず

れも翌年度以降は再び赤字に転じる見通しとなりました。 
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シミュレーション② 

【令和９年度に料金を４０％改定し、令和１４年度に２０％改定した場合】 

 令和９年度に４０％、令和１４年度に２０％の料金値上げを行う条件で試算

しました。一般会計からの負担金のうち、基準外の繰り入れはしないこととし、

その他の条件は現状予測に基づく収支計画と変更ありません。 

 

■試算結果 

令和８年度に５,３００万円の赤字が見込まれます。令和９年度の料金改定で

一時的に収支は改善しますが、その後は再び厳しくなる見通しです。令和１４

年度の再改定により黒字を維持し、健全な経営を確保できる見込みです。 

 

 

 

（８） 各種推計による収支計画の総括 

 現状予測に基づく収支計画や各種シミュレーションの結果、本町の水道料金

は平成１７年の那珂川町誕生以降見直しておらず、今後は少子高齢化や人口減

少により料金収入の伸びが期待できない一方で費用は増加する見込みです。こ

のまま現在の料金体系を維持した場合、一般会計からの負担金を増額しなけれ

ば多額の累積欠損金が生じる可能性が高いと考えられます。 

こうした状況を踏まえると、水道事業を健全かつ安定的に運営するためには、

料金改定を早急に検討する必要があります。地方公営企業は独立採算制が原則

であり、一般会計に依存しない持続可能な運営が求められるため、料金回収率

の向上や料金体系の見直しなど収益改善策を講じることが重要です。 

今後は、事業の効率化や経費の徹底した見直しを進めるとともに、一般会計

からの基準外負担金の減額と料金改定を合わせて検討することが適切と考えら

れます。将来試算からも料金改定は避けられないため、令和 8 年度には改定時

期や改定率について詳細な検討を行います。  
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（９）料金回収率向上に向けたロードマップ 

 本町の水道事業会計は、令和６年度決算時点の料金回収率は９１．３１％に

とどまり、収益で費用を十分に賄えない状況であります。 

料金回収率の向上に向けて、支出削減に注力するとともに、今後も持続可能

な事業運営に向け、事業の進捗等に応じて経営戦略を見直します。 

中長期的な経営健全化に向けては、令和８年度に料金体系のあり方について

必要な検討を進め、令和９年度以降は検討結果を踏まえた必要な協議、手続き

を経て、反映可能な体制を整えます。また、人口減少や施設の老朽化といった

今後の状況を踏まえ、経営計画の改定に合わせて継続的に検討を進めます。 

なお、料金体系のあり方を検討するにあたっては、利用者負担を最小限に抑

えることを基本とし、水道料金の適正化に取り組みます。 

 

 
 

 

料金回収率 

  給水収益で回収するべき経費をどの程度賄えているかを表す指標で、

100％以上であることが必要です。100％を下回っている場合は、適正な

給水収益の確保及び給水原価の削減が求められます。 

【算出方法】料金回収率＝［給水収益/(費用合計－長期前受金戻入)]×100 

 

 

  

○ ○

R7 R8 R9 R10
　　　　　　　　年度

　項目

経営戦略計画期間

経営戦略改定

見直し後の計画期間

水道料金の適正化

R17R11 R12 R13 R14 R15 R16

本町の料金回収率は、全体的に

減少傾向となっています。今後も

設備投資の増加により減価償却

費の増加が見込まれるため、同様

に減少していく見込みです。 

なお、令和４年度と令和６年度

に大幅に減少していますが、これ

は基本料金の免除事業を実施し、

給水収益の収入減が他会計負担

金により補填されたためです。 
那珂川町 

類似団体平均値 
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4 計画の進行管理 

本計画では、水道事業を将来にわたり安定的に継続していくため、目指す

べき基本方針をもとに、その実現に向けた課題を整理し、取り組むべき具体

的な施策を定めました。 

施策を実施していくためには、事業の達成度を評価し、改善検討を行う進

捗管理が必要となります。本計画の実現においては、PDCAサイクルを用い

て進捗管理を行います。その結果により、より効果的な計画への見直しや改

善を行い、継続的に実行していきます。また、水道事業を取り巻く環境の変

化に応じてもフォローアップを行い、必要に応じ見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan

計画

Do

実行

Check

点検評価

Action

改善

○水道事業経営計画の策定 

○計画に沿った事業の実施 

○進捗状況の管理 

○事業の達成状況確認 

○事業評価の実施 

○未達成事業の抽出 

○計画の見直し・改善 

・ 



 

 

用語解説 

用語名 解説 

あ行 

アセットマネジメ

ント 

資産の効率的な維持管理と計画的な投資を進める目的に導入される

資産管理手法のこと。 

維持管理費 事業の管理運営に必要な経費のこと。 

一日最大給水量 １年間を通じて最も多く水道水を供給した日の水量のこと。 

営業外収益 地方公共企業の主たる営業活動以外の原因から生じる収益のこと。

水道事業では、長期前受金戻入や加入金等が該当する。 

営業外費用 地方公共企業の主たる営業活動以外の活動により生じる費用のこと。 

営業収益 地方公共企業の主たる営業活動により生じる収益のこと。 

営業費用 主に営業活動によって生じる費用のこと。 

応急給水 地震、渇水及び排水施設の事故などにより、水道による給水ができ

なくなった場合に、被害状況に応じて拠点給水、運搬給水及び仮設

給水などにより、飲料水を給水すること。 

か行 

基幹管路 一般的に重要性の高い導水管、送水管及び配水本管を総称したもの。 

企業債 地方公営企業が行う建設改良事業などに要する資金に充てるために

発行する地方債のこと。 

給水区域 水道事業者が、国土交通大臣または都道府県知事の認可を受けて水

道水を供給する区域のこと。 

給水原価 水道水 1 ㎥を生産するのにかかる原価のこと。この値が低いほど生

産性が高いことを示している。[（経常的費用－（受託工事費＋材料

及び不用品売却原価））ー長期前受金戻入÷年間有収水量] 

経常収支比率 当該年度において、料金収入等の収益で、維持管理費や支払利息等

の費用をどの程度まかなえているかを表す指標のこと。 

原水 浄水処理する前の水のこと。 

建設改良費 経営規模の拡充を図ることを目的とした固定資産の購入、建設、増

築・増設、更新に要する経費のこと。 

さ行 

支払利息 企業債等の借入金に対して支払う利息のこと。営業外費用に含める。 

資本的収支 資本的収入及び支出の略語。建設改良や企業債に関する収入・支出

などで、収益的収支に属さない収入・支出のこと。 

収益的収支 収益的収入及び支出の略語。企業の経常的経営活動に伴って発生す

る収入とこれに対応する支出のこと。 

浄水 飲料用に適するための水質基準を満たした水のこと。 

浄水場 地下水等を浄水するための施設のこと。 



 

 

 

用語名 解説 

水道施設 水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設

及び配水施設の総称。 

送水管 浄水場から配水池まで浄水を送る水道管のこと。 

た行 

耐震化 地震による被害を最小限にとどめるための対策のこと。 

耐用年数 固定資産が本来の用途に使用できる期間として定められた年数の

ことで、地方公営企業では地方公営企業法施行規則に定められた年

数を適用する。 

ダウンサイジング 水需要の減少等に伴い、現状と比較して施設や管路の規模を小さく

することで効率化やコスト縮減を図ること。 

投資・財政計画 施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画（投資資産）と財

源見通しを試算した計画（財源資産）を構成要素とし、収支が均衡

するように調整した収支計画のこと。 

導水管 取水施設から浄水施設まで原水を導く水道管のこと。 

は行 

配水管 配水池から給水施設まで配水する水道管のこと。 

配水池 水道水を貯留・調整し、供給（配水）するための施設のこと。 

平準化 ある一定期間の金額や量を均等にすること。 

法定耐用年数 法律に定められた会計上の資産の耐用年数のこと。 

ま行 

水需要 水道水の使用見込量のこと。 

や行 

有収水量 水道料金等の徴収対象となった水量のこと。 

有収率 年間配水量に対する年間有収水量の割合のことで、次式により算出

する。 [有収率＝（年間有収水量/年間配水量）×１００(%)] 

ら行 

類似団体 本経営計画における類似団体は、全国の末端給水事業者で給水人口

規模１万人以上１万５千人未満の事業体のこと。 

料金回収率 給水に係る費用が、どの程度水道料金収入で賄えているかを表す指

標のこと。 

A～Z 

ＰＤＣＡサイクル 計画策定（Plan）⇒事業の実施（Do）⇒点検・評価（Check）⇒

改善策の実施（Action）の頭文字をとったもので、計画から改善ま

での４段階を順次行い、最後のAction を次の PDCA サイクルにつ

なげ、業務を継続的に改善する手法のこと。 
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